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学園長 小林 宏樹 

１．「学園の教育理念」 

 小中一貫教育を通じてすべての学園生が幸せになる力をつける。 
本学園は、東九条地域の子ども達の課題を踏まえて、小中一貫教育により義務教育の連続性を保ち、学び

と育ちの継続性を大切にして、自立と自律の基礎を培い、積極的に社会に参画する個と集団を育成すること

を目指す。とりわけ、外国籍・虐待・貧困といった厳しい家庭環境の中で生活する社会的に立場の弱い子ど

も達に焦点をあてながら、全ての学園生に、たくましく、しなやかに、社会を生き抜く「力」をつけること

を学園経営の指針とする。よって、学園教育目標は、9年間の教育を通して全ての学園生のウエルビーイン

グの実現を目指す本学園の存在意義（公教育の果たす役割）を表す。 

 

２．「学園教育目標」 

     自らを高め 共に生き 希望を抱いて未来を拓く 
 

３．「学園経営目標」 

たくましく、しなやかに、社会を生き抜く「力」をつける 
～9年間で「自立」（主体性）と「自律」（社会性）の基礎を培う～ 

 

●めざす子どもの姿 

夢と希望をもち、自分のよさをいかして社会に貢献できる子ども 

学園教育目標と「めざす子どもの姿」の具体 

自らを高め 共に生き 希望を抱いて未来を拓く 

① ②    ③    ④  

① 目標の達成に向けて、見通しをもって粘り強く取り組もうとする子 

② 知的好奇心と向上心をもち、「わかる（知識）」「できる（経験）」を次につなげようとする子 

③ 自分を大切にし、他の人のよさや違いを認め、共に生きる子 

④ 将来の自分を想い、夢と希望をもち、その実現に向けて、ひたむきに努力する子 

 

●学園の教育理念をふまえ、すべての学園生の「今と未来の幸せ」を応援するために大切

にすること 
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●「めざす子どもの姿」（①～④）の実現のために必要なキャリアの力と非認知能力  

※全ての教育活動において学園生と教職員が常に意識すべき項目。 

 

      自己実現に向けて自分を推進する力 

9年間を通して育むキャリアの力 必要となる非認知能力 

① 【自己管理・調整能力】 

⇒根拠と見通しをもって計画し行動する力 

●自分を高めるための 

 向上心・計画力・忍耐力 

② 【課題対応能力】 

⇒自分で課題を発見し、解決に向けて創意工夫しながら

粘り強く立ち向かう力 

●自分と向き合うための 

 主体性・創造力・行動力 

 

③ 【社会形成能力】 

⇒気持ちや立場を理解し他とつながる力 

●人とつながるための 

 協働性・協調性・共感性 

 

●「教職員の行動指針」 

「めざす子ども像」の実現に向け、「チーム凌風」の一員である自覚と責任をもって以

下の３点を大切にして取り組む 

①  主体性（明るく・元気に・前向きに） 

②  同僚性（学び合い・高め合い・育ち合い）  

③  協働性（ベクトルは一つ）   

 

４．「重点指導方針」 

 

学びの作法の習得  学習規律の確立、学び方の獲得、学習の習慣化により、自らを

高める態度の育成を図る。 

言語活動の充実 思考力・判断力・表現力と豊かなコミュニケーション能力の伸

長を図る。 

キャリア形成支援 卒業までに一定の社会性を身につけ、生涯にわたって学習し続

ける基礎の確立を図る。 

 

５．「学園経営の重点」～「チーム シン・凌風」としてのシステムの確立を図る～ 

 

 
 

職員室を誰もが困りや弱音を吐きだし、 

互いの力を活用し合う場に！ 



① 学園教育目標及びめざす子ども像を全教職員が共通認識し、義務教育学校の強みを最大

限に活かし、キャリア教育の視点から子どもの 9年間の学びと育ちをつなぐ。 

② ①を踏まえたカリキュラム・マネジメントに取り組み、CAPD を意識しながら、目的

と改善点を明確にして、組織的かつ計画的に日々の教育活動の質の向上を図る。  

③ これまでの実践で培ってきた専門性を全体で共有・活用し、教職員相互に学び合いなが

ら資質・指導力を高め、義務教育学校の環境を活かして学校がより効果的に機能するこ

とを目指し、新しい学校文化を創造する。 

④ たえず教育効果の検証・改善に努めるとともに、小中一貫教育の先進モデル校として積

極的に研究開発に取り組み、自校、さらには京都市教育の充実・発展に寄与する。 

⑤ 学園関係者の自校教育への理解・信頼を高め、共に子どもを育むための活動への協力・

支援を得て教育の充実・発展を図るため、学園情報の積極的公開や学園評価の効果的な

活用を推進する。 

⑥ 家庭・地域・関係教育機関とも連携し、就学前後の教育の充実に努める。また、学園生

が抱える「困り」については様々な分野の関係機関等と連携し、総合的・継続的な支援

を展開する。 

⑦ ＳＤＧｓを踏まえた新しい時代の教育に向けて、持続可能な学校指導・運営体制の構築

を図るため、校務支援システムやＧＩＧＡ端末、学校と家庭をつなぐ連絡ツール等の活

用及び「チーム学校」による校務の効率化を図り業務改善に努め、現実的な働き方改革

を実践する。 

⑧ 危機管理マニュアルの周知徹底と適宜改善及び、防災教育・防災管理・安全教育

（「HANAモデル」訓練を中心に）の充実を図る。 

 

６．具体的な指導の方策 

 

（１）学習指導 

 

① 「言語活動（アウトプット）を重視しながら、自己評価と相互評価を通して学園生を学

びの主人公にすることで自律的な学習態度（課題の解決に向けて粘り強く、自らの学習

を調整しようとする姿）を培う。その際、個々の学園生や学習集団の課題を明確にとら

え、学習の必然性を感じさせる習得・活用・探究の過程を意識した授業を進めるととも

に家庭学習との連動を図る。 

② ①に取り組むキーワードとして「そろえて（共通）・つないで（系統）・わかりあう

（共有）」を意識し、発達段階に応じた学習規律の定着、自ら思考・判断・表現する機

会の充実を図るとともに、学園生の課題をふまえた授業スタイル（授業と家庭学習の

連動）により計画的な家庭学習の習慣を確立させ、学校全体で学園生の学力向上を図

る。（特に第２・第３ステージは「凌風コンパス」を活用し自己管理・調整能力の育成

を図る） 

③ 学年・教科で連携しながら、学園生につけたい資質・能力を明確にした授業を構築する。 

④ 京都市小中一貫学習支援プログラムを活用し、「目標・計画・反復」を意識した学習指

導を行う。 

⑤ ＬＤ等、個別に支援が必要な学園生については、その子どもの特性を教職員で正しく共

通理解し、個別の指導計画等を活用し、必要な支援等について共有を行い、切れ目のな

い指導や支援を推進する。 

⑥ 「セカンドＧＩＧＡ」の下、授業の幅を広げ、学びの質を高めるためにＩＣＴの良さを

生かした授業改善に努め、学力向上を目指す。 

⑦ 学習の基盤となる言語能力を培い、新たな知見、価値と出会える機会として、図書館



や図書コーナーを各教科の授業等で積極的に活用し、利用の活性化を図る。 

 

（２）生徒指導 

① 共によりよく生きるために、道徳教育を充実させ、よりよい生活や人間関係を築く態度 

を育成する。 

② 児童生徒会活動等、学園生の主体的・自発的な活動を重視するとともに、発達段階に応 

じて、集団の一員としての役割を担い、責任を果たさせる。その中で自己有用感を感じ

させ、上級生と下級生が互いに「大切な存在」「あこがれの存在」としてつながりのある

集団づくりを推進する。 

③ あいさつの励行、学習規律の徹底、基本的生活習慣の確立を通して、学園生が望ましい 

人間関係を築き、集団の一員として協力する態度を育成する。 

④ いじめ防止基本方針に基づき、学園体制として情報の集約と共有を徹底し、「見逃しの

ない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」を推し進める。いじめは絶対に許さ

れない人権侵害であることを理解させ、自分の大切さとともに他の人の大切さを認め、

人権尊重の精神を基盤とした指導を徹底する。 

⑤ 自立と社会参加のための集団生活や社会生活におけるルールの必要性をふまえ、自らを

律して行動できる指導と取組を推進する。 

⑥ 学園生の生活全般にわたって、学年やステージ、学園全体でチーム体制による指導を行 

う。その際、ＳＣやＳＳＷ等の専門職とも連携し、多角的な視点をもって対応する。  

⑦ 不登校状況にある学園生はもとより、全ての学園生が自らの居場所を見つけ、自らに自

信をもち、自らの成長を実感できるような学級づくりや心の居場所づくりに向けた支援

や指導を推進する。 

⑧ 急速な情報化が進む中、情報モラル（危険性・依存性の理解）の指導を徹底し、ＩＣＴ

活用にあたっての正しい判断力を育てる。  

⑨ ヤングケアラーや多様なセクシュアリティなど生徒指導面において支援・配慮が必要な

学園生については、個々の特性や家庭環境も含め、その背景をしっかりと見取り、正し

い知識と理解による人権教育の視点を外さないよう留意して関わる。 

 

７．今年度、全教職員が意識する取組【「自立」（主体性）と「自律」（社会性）の基礎を培うために】 

 

義務教育学校の強みを生かし、より効果的に学園生の「自立」（主体性）と「自律」（社会

性）の基礎を培う教育活動を推進する。特に後期課程は「教育課程柔軟化サキドリ研究校

事業」に基づき、学園生に身につけさせたい資質・能力の育成に関わる取組の充実を図る。 

 

① アワーラーニング：「主体的に学ぶ姿」の育成 

 

Ａ  自己管理・調整能力の育成 

 

●「凌風コンパス」 （第２・第３ステージ 家庭学習スケジュールノート） 

活用頻度を高め、目標達成に向けた計画的な家庭学習習慣の定着を目指す   

 

Ｂ  課題対応能力の育成 

 

●各教科及び「光と風」学習（生活単元学習・生活科・総合的な学習）において学習の必然性を

感じさせる習得・活用・探究の過程を意識した授業研究と実践の推進 
  



●小中一貫学習支援プログラムで指数１００越を目指す（C 層、D 層への手立て） 

  ※ 進路実現のための学力の獲得  

 

② アワーコミュニテイー：学園生一人一人の人権・人格の尊重 

●「学園生の呼称」（Ｒ２年度より継続）は、すべての学園生を「さん」で呼ぶことを統一する。 
目の前の学園生を児童・生徒としてだけではなく、将来共に社会を担っていく小さな仲間として関わること

を意識する。 

③ アワースクール：学園生に身に付けさせたい資質・能力の共有 

   

●自己実現に向けて自分を推進する力となる３つの資質・能力（自己管理・調整能力・社会形

成能力・課題対応能力）を全ての教育活動において評価すべき価値として教職員と学園生

が共有する。 
３つの資質・能力を意識して評価する（される）ことで学園生に充実感、達成感、自己有能感（自分はできると

いう自信）を何度も経験させ、共有する価値を意識して行動する好ましい心的傾向性を安定的に形成してい

くことを目指す。 

 

●学園生の遅刻を減らす（自己管理・調整能力の育成） 
１限開始【１STは朝の会開始】まで（8時 30分～8時 40分）の遅刻を減らす手立てを講じ、目標

達成に向けて取り組む。  


